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理論問題、第67回（平成29年度）以前の計算問題
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問題16

〔第三問〕

問 1

○計算過程

Ⅰ　課税客体の判定



−192−

問 1（続き）　※この用紙を ２枚コピーしてください。

Ⅱ　課税標準額の算定及び税額の算定



−193−

問 1（続き）

Ⅱ　課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県

Ｃ　　　　県



−194−

問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−195−

問 2（続き）　※この用紙を ３枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−196−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ｌ　　　　県

Ｍ　　　　県

Ｎ　　　　県
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問題17

〔第三問〕

問 1

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−198−

問 1（続き）　※この用紙を ２枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−199−

問 1（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県

Ｃ　　　　県
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問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−201−

問 2（続き）　※この用紙を ５枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−202−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ｌ　　　　県

Ｍ　　　　県

Ｎ　　　　県
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問題18

〔第二問〕

問 1

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−204−

問 1（続き）　※この用紙を ４枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−205−

問 1（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税の中間申告納付額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県

Ｃ　　　　県

Ｄ　　　　県



−206−

問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−207−

問 2（続き）　※この用紙を ３枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−208−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ｘ　　　　県

Ｙ　　　　県
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問題19

〔第二問〕

問 1

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−210−

問 1（続き）　※この用紙を ８枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−211−

問 1（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ｘ　　　　県

Ｙ　　　　県



−212−

問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−213−

問 2（続き）　※この用紙を ２枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−214−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県



−215−

問題20

〔第二問〕

問 1

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−216−

問 1（続き）　※この用紙を ３枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−217−

問 1（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき資本割額

Ｘ　　　　県

Ｙ　　　　県



−218−

問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−219−

問 2（続き）　※この用紙を ３枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−220−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県



−221−

問題21

〔第二問〕

問 1

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−222−

問 1（続き）　※この用紙を ５枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−223−

問 1（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ｘ　　　　県

Ｙ　　　　県

Ｚ　　　　県



−224−

問 2

○計算過程

課税標準額の算定及び税額の算定



−225−

問 2（続き）　※この用紙を ３枚コピーしてください。

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）



−226−

問 2（続き）

課税標準額の算定及び税額の算定（続き）

○各県に納付すべき事業税額

Ａ　　　　県

Ｂ　　　　県

Ｃ　　　　県


